
一
頁

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
表

○
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
児
童
に
対
す
る
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
け
）

（
児
童
に
対
す
る
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
け
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
（
二
十
歳
以
上
で
あ
る
者
を
含
む
。

２

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
（
二
十
歳
以
上
で
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
前
項
に
規
定
す
る
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
前
項
に
規
定
す
る
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
当
該
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
た
配
偶
者
の
な
い
女
子
の
死

が
で
き
る
の
は
、
当
該
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
た
配
偶
者
の
な
い
女
子
の
死

亡
の
際
当
該
児
童
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
資
金
の
貸

亡
の
際
当
該
児
童
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
資
金
の
貸

付
け
に
係
る
第
八
条
第
四
項
の
保
証
人
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
同
意
が

付
け
に
係
る
第
九
条
第
一
項
の
保
証
人
の
同
意
が
あ
つ
た
場
合
と
す
る
。

あ
つ
た
と
き
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
配
偶
者
の
な
い

四

法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
配
偶
者
の
な
い

女
子
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る
の
に
必
要
な
も
の
（
以
下
こ

女
子
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る
の
に
必
要
な
も
の
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
技
能
習
得
資
金
」
と
い
う
。
）
知
識
技
能
を
習
得
す
る
期
間

の
章
に
お
い
て
「
技
能
習
得
資
金
」
と
い
う
。
）
知
識
技
能
を
習
得
す
る
期
間

中
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

中
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

五

法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
配
偶
者
の
な
い

五

法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
配
偶
者
の
な
い

女
子
が
扶
養
し
て
い
る
児
童
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る
の
に

女
子
が
扶
養
し
て
い
る
児
童
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る
の
に

必
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
修
業
資
金
」
と
い
う
。
）

知
識
技

必
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
修
業
資
金
」
と
い
う
。
）

知
識
技

能
を
習
得
す
る
期
間
中
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

能
を
習
得
す
る
期
間
中
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円



二
頁

（
修
業
施
設
に
お
い
て
知
識
技
能
を
習
得
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し

（
修
業
施
設
に
お
い
て
知
識
技
能
を
習
得
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し

た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当

た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当

等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る

等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る

当
該
児
童
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
六
万
五
千
円
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五

当
該
児
童
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
六
万
五
千
円
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）

条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

（
貸
付
方
法
及
び
利
率
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

修
学
資
金
、
修
業
資
金
、
就
職
支
度
資
金
（
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て

４

事
業
開
始
資
金
、
事
業
継
続
資
金
、
修
学
資
金
、
技
能
習
得
資
金
、
修
業
資
金

い
る
児
童
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
就
学
支

、
就
職
支
度
資
金
、
医
療
介
護
資
金
、
生
活
資
金
（
知
識
技
能
を
習
得
し
て
い
る

度
資
金
の
貸
付
金
は
、
無
利
子
と
し
、
そ
の
他
の
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
に
つ
い

者
、
医
療
又
は
介
護
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
も
の
及
び
第
三
条
第
四
号
に
規
定

て
は
、
保
証
人
を
立
て
る
場
合
は
、
無
利
子
と
し
、
保
証
人
を
立
て
な
い
場
合
は

す
る
資
金
の
貸
付
け
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に

、
据
置
期
間
中
は
無
利
子
と
し
、
据
置
期
間
経
過
後
は
そ
の
利
率
を
年
一
・
五
パ

限
る
。
）
及
び
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
金
は
、
無
利
子
と
し
、
そ
の
他
の
母
子
福

ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

祉
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
据
置
期
間
中
は
無
利
子
と
し
、
据
置
期
間
経
過
後

は
そ
の
利
率
を
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
保
証
人
及
び
連
帯
債
務
を
負
担
す
る
借
主
）

（
保
証
人
及
び
連
帯
債
務
を
負
担
す
る
借
主
）

第
九
条

修
学
資
金
、
修
業
資
金
、
就
職
支
度
資
金
又
は
就
学
支
度
資
金
の
貸
付
け

第
九
条

母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
十
四
条
の
規
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）

に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
保
証
人
を
立
て

は
、
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
四
項
及
び
前
項
の
保
証
人
は
、
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受

２

前
項
の
保
証
人
は
、
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し

け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
保
証
債
務
は
、
第
十
七

て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
保
証
債
務
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

条
の
規
定
に
よ
る
違
約
金
を
包
含
す
る
も
の
と
す
る
。

違
約
金
を
包
含
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）



三
頁

（
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）

（
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
八
条
第
四
項
若
し
く
は
第
九
条
第
一
項
の
保
証
人
又
は
当
該
母
子
福
祉
資
金
貸

保
証
人
又
は
当
該
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
償

付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
償
還
の
債
務
を
負
担
し
た
、
若
し
く
は

還
の
債
務
を
負
担
し
た
、
若
し
く
は
負
担
す
る
借
主
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ

負
担
す
る
借
主
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
保
証
人
又
は
当
該
借
主
が
当
該
母

の
借
主
が
当
該
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
未
済
額
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
未
済
額
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

認
め
ら
れ
る
と
き
と
す
る
。

と
す
る
。

（
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
）

（
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区

３

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

受
給
資
格
者
及
び
当
該
受
給
資
格
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
高
等
職

一

受
給
資
格
者
及
び
当
該
受
給
資
格
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
高
等
職

業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
月
の
属
す
る
年
度
（
四
月
か
ら
七

業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
月
の
属
す
る
年
度
（
四
月
か
ら
七

月
ま
で
に
当
該
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
あ

月
ま
で
に
当
該
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も

）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も

の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。

の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。

次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含

次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含

む
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

む
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地

を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地

に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

月
額
十
四
万
千

に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

月
額
十
万
三
千

円

円

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

月
額
七
万
五
百
円

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

月
額
五
万
千
五
百
円

４

（
略
）

４

（
略
）



四
頁

（
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
に
対
す
る
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
）

（
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
に
対
す
る
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
）

第
三
十
三
条

(

略)

第
三
十
三
条

(

略)

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
に
対
す
る
前
項
に
規
定

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
に
対
す
る
前
項
に
規
定

す
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二

す
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二

項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

す
る
第
八
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
三
十
六
条

(

略
）

第
三
十
六
条

(

略
）

一
～
三

(

略
）

一
～
三

(

略
）

四

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に

四

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
寡
婦
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る

規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
寡
婦
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る

の
に
必
要
な
も
の
（
以
下
「
技
能
習
得
資
金
」
と
い
う
。
）
知
識
技
能
を
習
得

の
に
必
要
な
も
の
（
以
下
「
技
能
習
得
資
金
」
と
い
う
。
）
知
識
技
能
を
習
得

す
る
期
間
中
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

す
る
期
間
中
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

五

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に

五

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
寡
婦
等
が
扶
養
し
て
い
る
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子

規
定
す
る
資
金
で
あ
つ
て
、
寡
婦
等
が
扶
養
し
て
い
る
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子

等
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る
の
に
必
要
な
も
の
（
以
下
「
修

等
が
同
号
に
規
定
す
る
知
識
技
能
を
習
得
す
る
の
に
必
要
な
も
の
（
以
下
「
修

業
資
金
」
と
い
う
。
）
知
識
技
能
を
習
得
す
る
期
間
中
五
年
を
超
え
な
い
範
囲

業
資
金
」
と
い
う
。
）
知
識
技
能
を
習
得
す
る
期
間
中
三
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

内
に
お
い
て
月
額
六
万
五
千
円

六
～
十
二

(

略)
六
～
十
二

(

略)

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

第
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付

２

第
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付

方
法
及
び
利
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「

方
法
及
び
利
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
項

前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
項



五
頁

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
、
就
職
支
度
資
金
（
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て

」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
読

い
る
児
童
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
就
学
支

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

度
資
金
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
就
学
支
度
資
金
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
三
十
八
条

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
二
条
（
第
二
項
第
二
号
及
び
第

第
三
十
八
条

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
二
条
（
第
二
項
第
二
号
及
び
第

三
号
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十

三
号
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十

四
条
の
規
定
は
、
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

四
条
の
規
定
は
、
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項

、
就
職
支
度
資
金
又
は
就

又
は
就
学
支
度
資
金

第
九
条
第
一
項
、
第
十
五
条

法
第
十
四
条

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お

学
支
度
資
金

い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

第
九
条
第
二
項

前
条
第
四
項
及
び
前
項

第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い

第
九
条
第
二
項

第
十
七
条

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項

す
る
第
十
七
条

及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
条
第
一
項

第
十
七
条

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
七
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条

法
第
十
四
条

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ

法
第
三
十
二
条
第
四
項
に
お

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項

法
第
三
十
二
条
第
四
項
に
お

し
書

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条

た
だ
し
書

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条

第
一
項
た
だ
し
書

第
一
項
た
だ
し
書



六
頁

第
八
条
第
四
項
若
し
く
は

第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い

第
九
条
第
一
項

て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項

若
し
く
は
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
一

項

（
貸
付
事
務
費
に
充
当
で
き
る
利
子
等
の
割
合
）

（
貸
付
事
務
費
に
充
当
で
き
る
利
子
等
の
割
合
）

第
四
十
一
条

法
第
三
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
十
分

第
四
十
一
条

法
第
三
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分

の
十
と
す
る
。

の
二
と
す
る
。

附

則

附

則

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
修
業
を
開
始
し
た
受
給
資
格
者
に
支
給

す
る
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条
の
二

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

十
一
年
政
令
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
の
際
現
に
第
三
十
条
第
一
項
の
養
成
機
関

に
お
い
て
修
業
し
、
又
は
同
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
同
項
の
養
成
機
関
に
お
い
て
修
業
を
開
始
し
た
同
項
に
規
定
す
る
受
給
資

格
者
に
対
し
て
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

期
間
（
そ
の
期
間
が
十
八
月
を
超
え
る
と
き
は
、
十
八
月
）
」
と
あ
る
の
は
、
「

期
間
に
相
当
す
る
期
間
」
と
す
る
。

第
四
条
～
第
七
条

（
略
）

第
四
条
～
第
七
条

（
略
）


